
○郡山 子 ・子育 会議条例 

成「5 月11日 

郡山 条例第」」号 

改正 成「6 月「5日郡山 条例第」6号 

設置  

第 条 子 ・子育 支援法 成「4 法 第65号 条 い 支援法 いう 第77

条第 項及び就学前 子 関 教育 保育等 総合的 提供 推進 関 法 成

18 法 第77号 条 い 認定 園法 いう 第「5条 規定 基 郡山

子 ・子育 会議 以 会議 いう を置く  

「6条例」6・一部改正  

所掌事務  

第 条 会議 掲 事務を所掌  

。1) 支援法第77条第 項各号 掲 事務を処理  

。「) 認定 園法第17条第 項 第「1条第 項及び第「「条第 項 規定 権限 属

させ 事項を調査審議  

「6条例」6・全改  

組織  

第 条 会議 委員「0人以内 組織  

 委員 掲 者 う 長 委嘱  

。1) 子 保護者 

。「) 子 ・子育 支援 関 事業 従事 者 

。」) 子 ・子育 支援 関 学識経験 あ 者 

。4) 前 号 掲 ほ 長 適当 認 者 

 委員 任期 員 生 場合 補 委員 任期 前任

者 残任期間  

 委員 再任さ  

会長及び副会長  

第 条 会議 会長及び副会長 人を置 委員 互選 定  

 会長 会議を代表 会務を総理  

 副会長 会長を補佐 会長 事故 あ 又 会長 職務を代理

 

会議  

第 条 会議 会長 招集 会長 議長  

 会議 委員 過半数 出席 開く い  

 会議 議事 出席 委員 過半数 決 可否 数 議長 決

 

分科会  

第 条 会議 専門 事項を調査審議させ 必要 あ 分科会を置く

 

 分科会 第 条 規定 委員 う 会長 指 委員 構成  



 分科会 分科会 会長を置 分科会 委員 互選 定  

 分科会 会長 分科会 事務を掌理 分科会 審議 経過及び結果 い 会長 報

告 い  

 分科会 会長 事故 あ 又 分科会 会長 分科会 属 委員 う

あ 会長 指 者 職務を代理  

 前条各項 規定 分科会 準用 場合 い 会議 あ 分科会

会長 あ 分科会 会長 委員 あ 分科会 委員

み替え  

意見 聴取等  

第 条 会長 会議 運営 必要 あ 認 会議 委員以外 者 出席を求

意見又 明を聴く  

委任  

第 条 条例 定 ほ 会議 運営 関 必要 事項 会長 会議 諮 定

 

附 則 

施行期日  

 条例 公 日 施行  

郡山 特別職 職員 非常勤 報酬及び費用弁償 関 条例 一部改正  

 郡山 特別職 職員 非常勤 報酬及び費用弁償 関 条例 昭和4「 郡山 条例

第69号 一部を う 改正  

う 略 

附 則 成「6 郡山 条例第」6号  

施行期日  

 条例 就学前 子 関 教育 保育等 総合的 提供 推進 関 法 一

部を改正 法 成「4 法 第66号 施行 日 施行  

準備行為  

 就学前 子 関 教育 保育等 総合的 提供 推進 関 法 一部を改正

法 附則第 条 規定 法 施行 日前 い 行う 行為 関 事項

い 条例 施行 日前 い 条例 改正 郡山 子 ・子育

会議条例 規定 例 郡山 子 ・子育 会議 い 事務を処理 又 調査審議

 

 


